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１ 基本方針 

再犯防止推進法の基本理念や政府の第二次再犯防止推進計画の基本方針を踏まえ、

本県の実情に応じた、再犯防止施策を推進していくこととします。 

   

２ 基本目標 

頼る人や居場所がなく、地域社会において孤立しやすい「犯罪をした者等」が再び

過ちを犯さないようにするためには、社会から排除・孤立させず、地域全体で見守り、

支え合いながら継続的な支援を行い、円滑な社会復帰につなげていくことが重要です。 

 本県の強みとなっている地域における住民同士の助け合いや支え合い活動などの地

域コミュニティ機能を活かし、刑事司法手続き等の段階に応じた適切な支援を行うこ

とにより、「生きづらさ」を抱え、罪を犯した人誰もが立ち直り、犯罪がなく、県民が

安心して暮らしていくことのできる山形県を目指します。 

そのため、以下の基本目標を掲げ、市町村や関係機関と連携しながら、各施策を推

進していきます。 

 

  このこと 

 

 

 

 

 

 

地域での支え合いにより、罪を犯した人が立ち直り、社会的に孤立することなく 

安心して暮らせる山形県の実現 
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３ 成果指標 

 計画最終年度（令和 12 年度）における県内の刑法犯検挙者中の再犯者数を 476 人以

下とすることとします。 

〈成果指標設定の考え方〉 

 政府の目標設定の考え方を踏まえ、直近値（令和６年）の刑法犯検挙者中の再犯者

数 529 人から 10％以上減少させる。 

 

４ 施策の展開方法 

本計画は、「６つの柱」と基本的方向を示した「13 の施策」に基づいて推進してい

きます。 

 

 


